
番号 4

処　　  分　　　名

処　分　の　概　要

根　拠　法　令　名

条　　　　　　　項

所　　  管  　　課 保育・幼稚園課

　　経由機関での処理期間 なし

　　所管課での処理期間 30日

　　標　準　処　理　期　間 計 30日

判断基準

【根拠法令等】

子ども・子育て支援法

(市町村の認定等)
第三十条の五　前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を
受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもご
とに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する同条各号に掲げる
小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
２　前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の
市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明ら
かでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
３　市町村は、施設等利用給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果その
他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護
者」という。)に通知するものとする。
４　市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受
ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知する
ものとする。
５　第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければなら
ない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別
な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対す
る処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知
し、これを延期することができる。
６　第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若し
くは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対
する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすこ
とができる。
７　次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型
給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないもの
は、第一項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要しない。この場合におい
て、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及
び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前子どもの区分に該当することについての施設
等利用給付認定を受けたものとみなす。
一　第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三
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申請に基づき審査を行い、認定結果を通知する。

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）

第30条の5

子ども・子育て支援法第30条の4及び子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第1
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※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給付認定保
護者　前条第二号に掲げる小学校就学前子ども
二　第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三
歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)又は満三歳未満保育認定子ど
もに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非
課税者である場合に限る。)　前条第三号に掲げる小学校就学前子ども

(支給要件)
第三十条の四　子育てのための施設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども(保育認定子ども
に係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(第二十八条第一項第三
号に係るものを除く。次条第七項において同じ。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付
費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施
設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下この節及び第五十八条の三において同じ。)の保
護者に対し、その小学校就学前子どもの第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援の
利用について行う。
一　満三歳以上の小学校就学前子ども(次号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当するもの
を除く。)
二　満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した小学校就学前子どもであって、第十九条
第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
三　満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある小学校就学前子どもであって、第十
九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である
もののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が第三十条の十一第一項に規定する
特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定める場合にあっては、前年度)分の地方税
法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含
み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課され
ない者(これに準ずる者として政令で定める者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において
同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第七項第二号において「市町村民税世帯非課税者」と
いう。)であるもの

子ども・子育て支援法施行規則

(法第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由)
第一条の五　法第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のい
ずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
一　一月において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労
働することを常態とすること。
二　妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三　疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四　同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
五　震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
六　求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
七　次のいずれかに該当すること。
イ　学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第
一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
ロ　職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力
開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校に
おいて行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就
職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の
職業訓練を受けていること。
八　次のいずれかに該当すること。
イ　児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行って
いる又は再び行われるおそれがあると認められること。
ロ　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条に
規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められるこ
と(イに該当する場合を除く。)
九　育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子ど
もが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号にお
いて「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育
施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
十　前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市町村が認める事由に該当すること。

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

市 民 所 管 課

申請

認定

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


